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議案第３９号 

 

   相模原市市税条例の一部を改正する条例について 

 相模原市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２６年２月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市市税条例の一部を改正する条例 

相模原市市税条例(平成１６年相模原市条例第７号)の一部を次のように改正する。 

 附則第４条の２の見出しを「(固定資産税の課税標準の特例)」に改め、同条中

「市町村の」を削り、同条に次の１項を加える。 

２ 法附則第１５条第９項に規定する条例で定める割合は、３分の２とする。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、平成２６年６月１日から施行する。 

 (固定資産税に関する経過措置) 

２ 改正後の附則第４条の２第２項の規定は、この条例の施行の日以後に取得され

た地方税法(昭和２５年法律第２２６号)附則第１５条第９項に規定する施設に対

して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

 

提案の理由 

 特定都市河川浸水被害対策法(平成１５年法律第７７号)の規定により二級河川

境川の流域が特定都市河川流域に指定されることに伴い、特定都市河川流域内に

おいて雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために設置された雨

水貯留浸透施設のうち事業の用に供するものに対して課する固定資産税の課税標

準の特例に係る割合を定める規定の追加その他所要の改正をいたしたく提案する

ものである。 



議案第３９号関係資料 

 

   相模原市市税条例の改正の概要 

 

１ 改正の内容 

特定都市河川流域内において雨水浸透阻害行為による流出雨水量の増加を抑制

するために設置された雨水貯留浸透施設のうち事業の用に供するものに対して課

する固定資産税の課税標準の特例に係る割合を定める規定の追加(附則第４条の

２関係) 

地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定により、特定都市河川浸水被害対

策法(平成１５年法律第７７号)に規定する特定都市河川流域内において雨水浸透

阻害行為による流出雨水量の増加を抑制するために設置された雨水貯留浸透施設

のうち事業の用に供するものであって、平成２４年４月１日から平成２７年３月

３１日までの間に取得されたものに対して課する固定資産税(償却資産)の課税標

準が、当該施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に３分の２を参酌し

て２分の１以上６分の５以下の範囲内において条例で定める割合を乗じて得た額

とされていることから、当該割合を３分の２とする規定を追加するもの 

２ 施行期日等 

（１）施行期日 

 平成２６年６月１日 

（２）経過措置 

１の規定は、この条例の施行の日以後に取得された雨水貯留浸透施設に対し

て課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用することとす

るもの 

 

 

 

※ 雨水浸透阻害行為 宅地、道路その他雨水が浸透しにくい土地への形質の変更、

舗装その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為をいう。 

※ 雨水貯留浸透施設 浸透ます等の雨水を一時的に貯留し、又は地下に浸透させ

る機能を有する施設であって、浸水被害の防止を目的とするものをいう。 



議案第４０号  

 

   相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例について 

 相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  平成２６年２月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫  

 

相模原市立ふれあい広場条例の一部を改正する条例 

 相模原市立ふれあい広場条例(昭和６３年相模原市条例第４号)の一部を次のよう

に改正する。 

 別表に次のように加える。 

相模原市立鵜野森ふれあい広場 相模原市南区鵜野森３丁目１９７番１ 

相模原市立谷口ふれあい広場 
相模原市南区上鶴間本町４丁目２１９１

番 

   附 則 

 この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  相模原市立鵜野森ふれあい広場及び相模原市立谷口ふれあい広場の設置をいた

したく提案するものである。 



議案第４０号関係資料 

 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

相模原市立鵜野森ふれあい広場の概要 

位  置 相模原市南区鵜野森３丁目１９７番１ 

面  積 １，９９８㎡ 

設  備 防球ネット、水道、園内灯等 

 

相模原市立鵜野森ふれあい広場 

鵜野森(１) 

鵜野森(２) 

鵜野森(３) 

若松(１) 

若松(２) 

文京(１) 

文京(２) 

相模大野(１) 

相
模
大
野(

２) 

上鶴間本町(１) 

上鶴間本町(２) 

鵜野森中学校  

鹿島台小学校  

若松小学校  

相模大野中央公園  

県立相模原中等教育学校  

県
立
神
奈
川
総
合
産
業
高
校 

県立相模大野高校  

大野南中学校  



 
 
 

案 内 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
相模原市立谷口ふれあい広場の概要 

位  置 相模原市南区上鶴間本町４丁目２１９１番 

面  積 １，９９９㎡ 

設  備 防球ネット、水道、園内灯等 

 

相模原市立谷口ふれあい広場 

谷口中学校

上鶴間本町(４) 

谷口小学校

上鶴間本町(１) 

上鶴間本町(２) 
鹿島台小学校  

町田市 

上鶴間本町(６) 

上鶴間本町(７) 

鶴園小学校

上
鶴
間
本
町(

５)
 

相模大野(７) 

相
模
大
野(

８) 

相
模
大
野(
３) 

上鶴間本町(３) 



議案第４１号 

 

相模原市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する 

条例について 

 相模原市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する条例を次

のように制定する。 

 

  平成２６年２月１９日提出 

 

相模原市長 加 山 俊 夫 

 

   相模原市雨水貯留浸透施設及び保全調整池の標識の設置の基準に関する 

条例 

(趣旨) 

第１条 この条例は、特定都市河川浸水被害対策法(平成１５年法律第７７号。以下

「法」という。)第１７条第３項及び第２４条第１項の規定に基づき、特定都市河

川流域内における雨水貯留浸透施設(以下「施設」という。)及び保全調整池の標

識の設置の基準を定めるものとする。 

 (定義) 

第２条 この条例において使用する用語の意義は、法の例による。 

(施設の標識の設置の基準) 

第３条 施設の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１）施設の名称 

（２）雨水浸透阻害行為に関する工事の検査済証番号 

（３）施設の容量(容量のない施設にあっては、規模)及び構造の概要 

（４）施設が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市長の許

可を要する旨 

（５）施設の管理者及びその連絡先 

（６）標識の設置者及びその連絡先 

２ 前項の標識は、施設の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場所に設

けるものとする。 



(保全調整池の標識の設置の基準) 

第４条 保全調整池の標識には、次に掲げる事項を明示するものとする。 

（１）保全調整池の名称及び指定番号 

（２）保全調整池の容量及び構造の概要 

（３）保全調整池が有する機能を阻害するおそれのある行為をしようとする者は市

長に届け出なければならない旨 

（４）保全調整池の管理者及びその連絡先 

（５）標識の設置者及びその連絡先 

２ 前項の標識は、保全調整池の周辺に居住し、又は事業を営む者の見やすい場

所に設けるものとする。 

   附 則 

この条例は、平成２６年６月１日から施行する。 

 

提案の理由 

  特定都市河川浸水被害対策法(平成１５年法律第７７号)の規定により二級河川

境川の流域が特定都市河川流域に指定されることに伴い、雨水貯留浸透施設及び

保全調整池の標識の設置の基準について所要の定めをいたしたく提案するもので

ある。 


